
船舶事故等調査報告書 

平成２４年６月２８日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２門第２４号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２４年１月４日 １３時００分ごろ 

発生場所 関門港若松区   

福岡県北九州市所在の若戸大橋橋梁灯（Ｃ１灯）から真方位０９３°３

９０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５４.２′ 東経１３０°４９.３′） 

事故等調査の経過  平成２４年２月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

   

 

 

Ａ 油送船 第七太陽
たいよう

丸、９９トン 

   １４１２９７、関門海運株式会社 

Ｂ 作業船 たかと、１８.７３トン 

   ２９１－１４８２９福岡、北九船舶有限会社 

Ｃ 作業船 ゆうとく、１９.９５トン 

   ２９１－３４７８６福岡、北九船舶有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ、四級海技士（航海）（履歴限定） 

船長Ｂ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

船長Ｃ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 錨索切断、ハンドレール曲損 

Ｃ 錨索切断、ハンドレール曲損、アンカーローラー破損、船尾甲板上

に破口 

 事故等の経過 

 

Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、関門港若松区戸畑漁港岸壁に着岸

中の船舶へ補油のために接近中、北西の強風により圧流され、平成２４年

１月４日１３時００分ごろＡ船の右舷側とＢ船及びＣ船の船尾とが衝突し

た。 

 Ｂ船及びＣ船は、戸畑漁港岸壁の南東奥から南西方に続く岸壁におい

て、それぞれ船尾から２つの錨を投入し、船首を岸壁に向けて無人で係留

中、Ａ船と衝突した。 

 Ａ船の船舶所有者は、Ｂ船及びＣ船が無人で係留中であったので、両船

の船舶所有者に事故を知らせた。  

 気象・海象  気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ５ 

海象：潮汐 上げ潮の初期  

その他の事項 Ａ船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約２.０ｍであった。 

Ｂ船及びＣ船は、船体の周囲にタイヤフェンダーを取り付けていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし 



判明した事項の解析 Ａ船は、関門港若松区戸畑漁港岸壁に着岸中の

船舶へ接舷作業中、船長Ａが風力５の北西風が吹

く状況下で接舷作業を行ったことから、風により

圧流されて着岸中のＢ船及びＣ船と衝突したもの

と考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が、関門港若松区戸畑漁港岸壁に着岸中の船舶へ接舷作

業中、船長Ａが風力５の北西風が吹く状況下で接舷作業を行ったため、風

により圧流されて着岸中のＢ船及びＣ船と衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・接舷作業に従事する際は、作業が可能な風の条件を定めておくこと。 

 




